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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人

日本鉄道電気技術協会（JREEA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日

本産業規格を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，国土交通大臣が改正した日

本産業規格である。これによって，JIS E 3013:2001 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。国土交通大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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鉄道信号保安用語 

Glossary of terms of railway signalling 

 

1 適用範囲 

この規格は，鉄道信号保安に用いる主な用語（以下，用語という。）について規定する。 

2 引用規格 

この規格には，引用規格はない。 

3 分類 

用語の分類は，次による。 

a) 一般用語 

b) 信号装置に関する用語 

c) 閉そく装置に関する用語 

d) 転てつ装置に関する用語 

e) 連動装置に関する用語 

f) 踏切保安装置に関する用語 

g) 軌道回路装置に関する用語 

h) その他の装置に関する用語 

4 用語及び定義 

用語及び定義は，次による。 

なお，参考のために，対応英語を示す。 

a) 一般用語 

番号 用語 定義 対応英語（参考） 

1001 鉄道信号保安装

置 

列車の運転又は車両の移動の安全を保つための手段で，信号

装置，閉そく装置，転てつ装置，連動装置，踏切保安装置，

軌道回路装置などの総称 

railway signalling equipment

1002 列車 停車場外の線路を運転させる目的で組成された車両 train 

1003 車両 機関車，旅客車，貨物車及び特殊車であって，鉄道事業の用

に供するもの 

rolling stock car,  

vehicle 


